
高石市 こども家庭課

こどもの意見表明について

資料４



こどもの意見表明の背景①１

こども基本法 こども大綱 こどもまんなか実行計画

こども家庭庁の発足

2023年4月1日に、「こどもまんなか社会（※）」の実現を目的にこども家庭庁が発足。

※こどもまんなか社会とは、こどもや若者の視点に立ち、こどもにとって最善の利益を第一に考え、当事者の
意見を政策に反映する社会ビジョンのこと。

子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）

1989年11月20日に国連総会において採択された条約で、世界中すべての子どもたちが
もつ人権（権利）を定めた条約。日本では1994年4月に批准。

Point 1

①差別の禁止
（差別のないこと）

②こどもの最善の利益
（子どもにとって最もよいこと）

③生命、生存及び発達に対する権利
（命を守られ成長できること）

④子どもの意見の尊重
（子どもが意味のある参加ができること）

【子どもの権利条約の４つの原則】



こどもの意見表明の背景②１

こども基本法（令和4年6月に成立、令和5年4月に施行）

日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来
にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的
に推進することを目的とする。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の
策定やこども等の意見の反映などについて定めている。

Point 2 こども基本法では、施策の策定等に当たってこどもの意見の反映に係る措置を講ずる
ことを国や地方公共団体に対し義務付ける規定が設けられている。

【参考】こども基本法条文
（基本理念）
第三条こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明
する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考
慮されること。

(こども施策に対するこども等の意見の反映)
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象
となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。



こどもの意見表明の必要性２

こども・若者の意見反映の意義

こどもや若者の意見を聴くことで、
①こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効
性のあるものになる。
②こども・若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自分たちの声によって自ら
の生活や社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や
自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながる。

意見形成支援と意見を聴く文化の醸成

・意見をすぐに表明できるこども・若者ばかりではないため、家庭や学校、地域で日
常的に意見を言い合える機会や、幼少期から意見を聴いてもらえる環境が重要。
・「意見や気持ちを言っていい、表現していい」という啓発や雰囲気づくり、自身の
権利について学ぶ機会が求められる。

◇意見とは・・・

・こどもの健やかな成長に対する支援等を主たる目的とする施策に加え、教育施策、雇用施策、医療
施策など幅広い施策への意見が含まれる。

・言語化された意見のみならず、遊びや身振り、絵を含む非言語のコミュニケーション形態への認識
と尊重が必要。



こどもの意見表明の取組事例①３

愛媛県松山市ＨＰ 大阪府堺市

こ
ど
も
の
権
利
の
周
知
啓
発



こどもの意見表明の取組事例②３

計
画
策
定
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト

鳥取県米子市「計画の中間見直し時のアンケート」埼玉県三芳町「計画策定時の小中学生アンケート」



こどもの意見表明の取組事例③３

愛知県東海市「こども・若者のオンライン意見箱」 岡山県高梁市「こどもの“声”オンライン意見箱」

こ
ど
も
意
見
箱



こどもの意見表明の取組事例④３

兵庫県小野市「子ども・子育て会議の若者委員」 大阪市「こども・子育て支援会議」のこども委員

こ
ど
も
・
若
者
委
員



こどもの意見表明の取組事例⑤３

東京都狛江市「地域課題解決型子ども議会事業」 兵庫県明石市「こども会議」「若者会議」

こ
ど
も
議
会
・
こ
ど
も
会
議
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議
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・
こ
ど
も
会
議

こ
ど
も
・
若
者
委
員
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も
意
見
箱
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画
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定
時
の
ア
ン
ケ
ー
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こ
ど
も
の
権
利
の
周
知
啓
発

こどもの意見表明の取組事例⑥３



高石市におけるこどもの意見表明の取り組み状況４

取組名 概要 担当課

児童生徒の意見反映
小中学校において、行事の取組み内容や校則の見
直しの際、児童生徒の意見を反映させた。

学校教育課

スマホサミット
年に１回、市内の小中学校の代表が集まり、ス
マートフォンの使い方や、SNSについての問題な
どについて話合いを行っている。

学校教育課

わたしたちの生活を話し合う会
年に１回、市内の小中学校の代表が集まり、いじ
めに関するテーマで発表や意見を行っている。

学校教育課

二十歳のつどい（成人式）
企画委員を募集し、若者目線から二十歳のつどい
の企画・運営を行う。

社会教育課

高石市公園施設最適化プラン

高石市公園施設最適化プラン策定において、こど
もや若者から意見を聞き、公園の現状把握をする
ことで、今後の公園のあり方を考えるきっかけと
してもらう。

土木管理課

親子や市内中学生対象の講座開
催時のアンケート実施

市内在住の親子や市内中学生を対象にした男女共
同参画すてっぷ講座開催時には、終了後アンケー
トを実施し、次回講座開催時の参考にしている。

人権・生活
相談課

※令和６年度までに実施した事業



ＳＴＥＰ1

こどもの意見表明に

関する理解促進

ＳＴＥＰ2

こどもの意見表明の

実践・機会拡充

ＳＴＥＰ3

こどもの意見表明お

よび政策反映の仕組

みの構築

今後の取り組みの方向性５

第３期子ども・子育て支援事業計画の計画期間内（Ｒ7～Ｒ11）に、こどもの意見表明および政策
反映の仕組みを構築することを目標に、子ども・子育て会議でご意見をいただきながら段階的に
実施していくこととし、まずは庁内および庁外に向けた周知・啓発を行い、こどもの意見表明に
関する理解促進を図る。

こどもに身近な分野か
ら徐々に機会を増やし

ていく。

継続的な政策反映の仕組
みやフィードバックの方

法の検討。

庁内・庁外に向け
ての周知・啓発

Ｒ11Ｒ7 Ｒ9（中間見直し）

【第３期高石市子ども・子育て支援事業計画の計画期間】

周知
啓発

進捗
報告

成果
報告
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